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Ⅰ はじめに 

 

１ マニュアル作成の背景 

（１）介護人材不足の一層の深刻化 

全国的に介護現場では、少子高齢化による人材不足、労働環境や処遇を 

理由とした職員の高い離職率などの課題を抱えています。このような状況 

に加え、2025 年以降の日本は、人口構造が「高齢者の急増」から「現役 

世代の急減」の局面へと劇的に変化することが予想されており、介護人材 

不足は一層深刻化しています。 

 

（２）介護サービスにおける介護ロボットや ICT 活用への期待 

    平成 30 年 6 月 15 日に閣議決定された「未来投資戦略 2018」には、ロ 

ボット・センサーについて、利用者を含め介護現場と開発者等をつなげる 

取組や現場ニーズを捉えた開発支援及び介護現場への導入・活用支援を進 

めることが盛り込まれるなど、次世代ヘルスケア・システムの構築に向け 

た具体的施策として、介護サービスにおける介護ロボットや ICT の活用が 

期待されています。 

 

（３）北九州市における「先進的介護」の実現を目指した取組み 

北九州市は、これまでに培ってきた医療・保健・福祉連携に係る経験、 

企業や学術研究機関の高い技術力を活用し、平成 28 年度から「介護ロ 

ボット等の実証実装事業」に取り組んでいます。この事業では、国家戦略

特別区域制度を活用し、特別養護老人ホームに介護ロボットや ICT を導入

して介護職員の負担軽減や対象者への介護サービスの質の向上を図る「先

進的介護」の実現を目指す取組みや、現場ニーズに合った介護ロボット等

の改良・開発支援を行うとともに、介護ロボット産業の集積化を進めてい

ます。 

 本マニュアルは、そうした取組みの成果や、今回のモデル事業の中で介

護現場から新たに寄せられた意見等をエッセンスとして取り入れながら、

介護施設等において、介護ロボットが効果的に活用されるための手引きと

なることを期して作成したものです。 

  

２ マニュアルのねらい 

（１）ＰＤＣＡサイクルによる介護ロボット等の導入・活用の検討 

北九州市のこれまでの実証事業を通じて、介護現場で介護ロボット等 

を効果的に活用するためには、機器の導入から活用までを介護施設全体 

で一つのサイクルで行っていく過程が重要であることが明らかになって 

おり、具体的には、次の４つの要素が挙げられます。 
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これらをＰＤＣＡサイクルとして回していくことにより、機器の活用が 

促進され、導入効果がさらに高まることが期待できます。 

本マニュアルでは、上記の要素を含めたＰＤＣＡサイクルによる介護ロ 

ボット等の効果的な導入・活用促進の仕組みを提案するものです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

【施設全体で取り組む４つの要素】 

① 施設における業務上の課題を把握し、その解決に必要となる介護ロボット 

等の導入についての検討 

② 導入に向けた職員への教育や環境整備 

③ 導入後の施設入居者の状態等に応じた、効果的・効率的な機器の活用方 

法の検討及びスタッフ全員での共有 

④ 機器の導入目的や活用方法に対する評価及び改善策の検討 

 

［図１］介護ロボット等の効果的な活用のためのＰＤＣＡサイクル（概要） 
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（２）機器の導入及び活用方法の検討の際の具体的方法の提示 

介護現場において、「どんな作業の負担を減らしたいのか」、「どんな機 

器を導入したらいいのか」、「どのように機器の活用を進めたらいいのか」 

といった課題を検討する上での手引きとして、本マニュアルでは、介護現 

場で使える「アクションチェックリスト」の活用を提案します。 

アクションチェックリストは、職場における業務上の課題に取り組むた 

めの改善策を集めたヒント集のことで、良い点や悪い点を列挙してチェ 

ックするいわゆる問題指摘型のチェックリストとは異なり、実際に課題 

解決に役立っている改善事例を集め、その中からそれぞれの職場での対 

策として選択すべきアイデアや方法を見つけるための問題解決型のチェ 

ックリストを言います。 

アクションチェックリストを用いた検討では、職場の介護職員だけでな

く、看護師や理学療法士、作業療法士、介護支援専門員、生活相談員など

全職員が参加することが望ましく、介護ロボット等の導入やその有効活用

のために有用であると考えられます。 

 

  



5 

【アクションチェックリストの具体的な活用方法】 

 

（１）アクションチェックリストとは？ 

   アクションチェックリストとは、良い点・悪い点を列挙してチェックす 

るいわゆる問題指摘型チェックリストとは異なり、役立っている改善事例 

を集めたもので、対策として選択できる問題解決型のチェックリストです。 

 

（２）アクションチェックリストを活用した介護業務の課題の抽出 

① アクションチェックリストを活用した話し合い 

アクションチェックリストに従って多職種で話し合います。この話し合 

いにおいて、介護現場の課題を確認するとともに、合わせて導入機種や利 

用対象者を想定し、導入目的を明確にしていきます。 

 

② 介護作業の課題を抽出し適切に介護ロボット等を導入するためのアクシ 

ョンチェックリスト（課題抽出と導入目的の設定） 

 

＜ねらい＞ 

このチェックリストは、介護施設において、介護作業の課題を抽出し、 

その課題に適合した介護ロボット等の導入を検討する際に、介護ロボット 

等の導入目的を明確にするために活用するものです。 

内容については、今回のモデル事業及び北九州市の平成 28～29 年度の実 

証事業で効果を確認できた事例などを踏まえ、移乗介助を中心とした 5領 

域 17 項目で構成されています。 

 

＜チェックの手順＞ 

ⅰ 17 項目のチェックポイントには、介護ロボット等を活用して職場環 

境・作業環境を良くする上でのヒントが盛り込まれています。 

なお、このヒントはあくまでも例示であり、他の好事例やヒントがあ 

れば追加することは差し支えありません。 

 

ⅱ 各チェック項目についてそこに書かれている内容（対策）について次 

のように記入します。 

ア その対策が不必要で、今のままでよい（その対策が講じられている 

か、考える必要がない）場合は、「□活用しない」にチェックします。 

また、すでに職場でその対策が行われている場合には、その内容を 

メモ欄に記入してください。 

イ その対策が必要（今後の改善に向けた対応が必要）な場合には、「□ 

活用する」にチェックします。（すでに対策が講じられていても、さら 

に対策が必要と考えられる場合も、この「□活用する」にチェックし 
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ます。） 

ウ 次に、「□活用する」にチェックしたすべての項目について、その 

対策を優先して取り上げたほうがよいものに、「□優先」の□にチェッ 

クしてください。 

 

ⅲ 上記の作業を踏まえ、多職種での討議を通じて、優先課題の絞り込み 

や順位付けを行います。 
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＜介護業務の課題の抽出に活用するアクションチェックリストの例＞ 
 
１．誰もが、安全に楽に移乗介助をするために 

＜高年齢や腰痛のある介助者が移乗介助を行う＞ 

（１）高年齢や腰痛のある介助者であっても、移 

乗介助機器を使って移乗介助を行えるようにす 

る。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜介助者２名で抱えることをなくす＞ 

（２）２人で抱える必要のある利用者について 

は、移乗介助機器を使って１人で移乗介助を行 

えるようにする。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

 

 

２．利用者の快適な生活を支援するために 

＜抱え上げることによるリスクを軽減する＞ 

（３）移乗介助機器を使って抱え上げることで、 

利用者の皮膚剥離や皮下出血、転倒等のリスク 

を少なくする。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜拘縮等のリスクを軽減する＞ 

（４）移乗介助機器を使って抱え上げることで、 

利用者の拘縮等のリスクを軽減する。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜夜間の安全確認を効率化し、安眠を妨げない＞ 

（５）見守り機器を使い、夜間の安全確認を効率 

化し、利用者の安眠を妨げないようにする。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜行動を見守り転倒や事故を予防する＞ 

（６）見守り機器を使い、利用者の転倒や事故を 

予防する。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜同じ要因による転倒や事故を起こさない＞ 

（７）見守り機器を使い、転倒や事故が起きた行 

動を分析し、転倒や事故を予防する。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜レクレーション参加や会話の時間を確保する＞ 

（８）コミュニケーション機器を使い、利用者の 

レクレーションや会話の時間を減らさない。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜リハビリテーションの時間を確保する＞ 

（９）リハビリテーション機器を使い、利用者の 

リハビリテーションの時間を減らさない。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

 

  



8 

３．ムダな動きをなくして効率よく働くために 

＜記録の二度書きや思い出しての記録をなくす＞ 

（10）記録支援機器を使い、メモの清書や思い出 

しながらの記録をなくす。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜職員を探し回る動きをなくす＞ 

（11）インカム等を使い、他の職員を探し回る 

ことをなくす。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜見守りを強化して安全を確保する＞ 

（12）転倒の危険がある利用者がいるが、見守 

り機器等を使い、必要時に訪室できるようにす 

る。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜リーダー役の職員が迅速に指示等を行う＞ 

（13）リーダー役の職員は、インカムや見守り 

機器を使い、職員に迅速に指示やアドバイスを 

行う。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

 

 

４．働きやすい職場にするために 

＜緊急時に迅速な応援体制がある＞ 

（14）緊急時、インカム等を使って職員と迅速 

に情報伝達を行うことができ、すぐに応援を呼 

べる体制がある。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜夜間の不安を軽減する＞ 

（15）夜間であっても、インカム等を使い、離席 

することなく他の夜勤の職員と情報交換を行う 

ことで、不安をなくす。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

 

 

５．疲労感を少なくするために 

＜抱え上げの疲労を軽くする＞ 

（16）抱え上げ作業の負担を軽減するスーツを装 

着して疲労を軽くする。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜抱え上げることによる腰痛リスクを軽減する＞ 

（17）移乗介助機器を使って抱え上げることで、 

 腰痛リスクを少なくする。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

 

  



9 

（３）アクションチェックリストを活用した機器活用マニュアルの作成 

① アクションチェックリストを活用した話し合い 

アクションチェックリストに沿って多職種で話し合います。話し合いに 

よって、介護ロボット等の適切な保管場所や施設の特性を踏まえた使用方 

法等を明らかにすることができます。使用方法等が明確になることで、試 

行的使用や研修などの実用に向けた一貫した取組みを行うことができます。 

 

② 導入する介護ロボット等を有効に活用するためのアクションチェックリス

ト（機器活用マニュアルの作成） 

 

＜ねらい＞ 

このチェックリストは、導入する介護ロボット等を有効に活用するために、 

必要となる事項を検討するために用いるものです。 

本マニュアルでは、移乗介助機器の導入を前提として、７領域 22 項目で構 

成されています。 

なお、項目については、北九州市が行った平成 28～29 年度の実証事業で効 

果を確認できた事例を記載しています。 

 

＜チェックの手順＞ 

ⅰ 22 項目のチェックポイントには、介護ロボット等を活用する上でのヒン 

トが盛り込まれています。 

なお、このヒントはあくまでも例示であり、他の好事例やヒントがあれ 

ば追加することは差し支えありません。 

 

ⅱ 各チェック項目についてそこで述べられている対策について次のように 

記入します。 

ア その対策が不必要で、今のままでよい（その対策が講じられているか、 

考える必要がない）場合は「□活用しない」の□にレ印をつけてください。 

そして、すでに職場で対策が行われている場合には、その内容をメモ欄に 

記入してください。 

イ その対策が必要（改善がこれから行われることが必要）な場合には、「□ 

活用する」の□にレ印をつけてください（すでに対策がとられていても、 

さらに対策が必要と考えられるならば、この「□活用する」にレ印をつけ 

てください）。 

ウ 次に、「□活用する」に印のついた一つ一つの項目についても、その対 

策を優先して取り上げたほうがよいものに、「□優先」の□にレ印をつけ 

てください。 
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ⅲ このチェック結果は、多職種での検討を通じて、介護ロボット等を有効に 

 活用することを目的にしています。また、検討に役立ちそうな意見等も、適 

宜メモ欄に書き留めてください。 



11 

＜機器活用マニュアルの作成に活用するアクションチェックリストの例＞ 

 

１．働きやすい職場にするために 

＜整理・整頓＞ 

（１）通路と介護作業（介護ロボット等の使用を含む）

の場所をはっきりと区分けする。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜整理・整頓＞ 

（２）職員や入居者の動線上に介護ロボットや備品等

の障害物を置かない。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜整理・整頓＞ 

（３）介護ロボットや備品等を一目で見えるように配

置する。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

 

２．ムダな動きをなくして効率よく働くために 

＜対象者＞ 

（４）介護ロボット等の特徴を確認し、使用対象者と

なる入居者を決める。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜対象者＞ 

（５）対象者や家族に、事前に介護ロボットのメリッ

トなどを伝え、ロボットに対する恐怖心等を和らげ

る。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜使用者＞ 

（６）介護ロボット等の使用者を決める。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜使用者＞ 

（７）使用者は導入教育を受け、安全かつ円滑な操作

や声かけなど、対象者に配慮しながら使用する。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜設置場所と使用場所＞ 

（８）機器の仕様（重さ、大きさなど）に合わせた使

用者の動線や安全確保を考慮し、設置場所と使用場

所を決める。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 
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＜作業空間の確保＞ 

（９）介護ロボットの動作範囲や回転スペース、作業

のしやすさなどを考慮して、作業空間を確保してい

る。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜機器活用マニュアル＞ 

（１０）機器活用の基本的ルールを決め、具体的な作

業方法と併せて機器活用マニュアルとしてまとめ

る。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

 

３．ミスを減らすために 

＜基本の確認＞ 

（１１）ポケットのペンなどをはずして危険のないよ

うに移乗介助を行う。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜手順メモや印の工夫＞ 

（１２）対象者の情報が機器使用に際しいつでも容易

に確認できるように工夫し、安心して機器使用がで

きるようにする。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜情報共有と注意喚起＞ 

（１３）ミスやヒヤリハットについては、防止の手

順・注意事項の掲示などで注意喚起・共有する。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

 

４．移乗介助に必要な物品（介護ロボット等を含む）を使いやすくするために 

＜備品の整理＞ 

（１４）入居者の備品や介護ロボットの備品（スリン

グシートなど）を整理して作業しやすくする。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜備品の使用＞ 

（１５）機器活用マニュアルの共有やＯＪＴにより、

備品の使い方（こつ）がすぐに確認できるようにす

る。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜対象者の用品＞ 

（１６）靴下などの移動に必要な対象者の私物が置か

れている場所がわかりやすいよう印などをつけて

いる。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 
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５．ケガ・事故を減らすために 

＜ケガ・事故の予防、再発防止＞ 

（１７）ケガ・事故に関する報告書様式を統一し、情

報を共有して予防や再発防止を行う。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜意識付け＞ 

（１８）ケガ・事故の予防に関する研修会の開催や、

日常的な意識付けの工夫を行う。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜定期点検＞ 

（１９）介護ロボットや備品の点検を定期的に行って

記録に残すとともに、必要に応じてメーカー等に使

用状況や機器の状態を連絡する。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

 

６．万が一、ケガ・事故が起きたら 

＜緊急時の連絡先や対応方法＞ 

（２０）緊急時の連絡先や対応方法をわかりやすい場

所に設置する。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

 

７．健康に働くために 

＜健康チェック＞ 

（２１）毎日の体調を把握して、不調な場合に対応で

きる手順、管理体制を整える。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 

                   

＜働く意欲＞ 

（２２）管理者が、介護ロボットの導入効果や使用状

況を理解・把握し、職員が働き甲斐を持って取り組

めるようにする。 

このような対策を□活用しない 

        □活用する －□優先 

メモ                 
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３ マニュアルの位置づけ 

施設介護をはじめとする介護保険サービスは、次の 4つの層で成り立ってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 
［図２］平成 28年度厚生労働省委託事業「介護サービス事業における 

生産性向上に向けた調査事業報告書」より引用して作成 

 

本マニュアルは、主に上記の第 2 層「サービス事業所現場の管理」に着目し

た内容となっています。 

  

「個々の利用者」と
「個々の介護・医療
従事者（チーム）の
関係」＝「ケア論」

サービス事業所現場
の管理

サービス事業所・事業者の経営

介護政策・医療政策
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Ⅱ 介護ロボットを導入・活用するメリット等の理解 

 

１ 介護ロボット等の種類の例 

北九州市は、平成 28 年度から、公募で選定した市内の特別養護老人ホー 

ム（5か所）において、それぞれの現場の作業を観察・分析したうえで、 

課題解決の手段として介護ロボット等を導入する実証を行ってきました。 

以下は、導入した介護ロボット等の一覧です。 
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２ 機器導入のメリット 

   北九州市が実施した実証事業において確認できた介護ロボット等の導入 

メリットについては、下記のとおりです。 

 

（１）介助者の負担軽減 

  身体負担の軽減 

  ＜移乗介助機器＞ 

〇高年齢者等の体力に自信がない介助者であっても、入居者を一人でベ 

ッドから車いすに移乗できる。 

〇腰の負担になる不良姿勢を少なくできる。 

訪室回数の削減 

＜見守り機器＞ 

〇見守りを効率化することにより、夜勤時の対応の際の優先順位をつけ 

ることができ、緊急時の迅速な対応にもつなげることができる。 

夜勤時の不安の軽減 

＜情報共有機器＞ 

〇入居者の状態などの情報を効率的に伝達・共有できる。 

 

（２）入居者の自立支援 

  介護による事故の防止 

＜移乗介助機器＞ 

〇人の手で入居者を抱え上げることによる皮下出血や打撲等のリスクが 

 軽減できる。 

意欲の増進 

＜コミュニケーション機器＞ 

〇レクリエーションに活用することで、入居者の笑顔や発語が増える。 

＜リハビリテーション機器＞ 

〇入居者の歩行訓練に対する意欲が向上する。 

  転倒、転落の防止 

＜見守り機器＞ 

   〇転倒、転落を未然に防止できる。 

 

（３）介護人材確保の促進 

  介護職員のモチベーション向上 

〇先進的な機器を使いこなし、心身の負担が軽減することで、職員のモ 

チベーションが向上する。 

人材確保の促進 

〇介護負担の軽減や働き方改革に取り組むことにより、人材確保の一助 

となる。 
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〔参考１〕北九州市が実施した介護作業の観察・分析結果に基づく介護ロボ 

ット等の導入効果の考察 
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３ 介護ロボット等が活用されなくなる要因と回避策 

  介護ロボット等を介護現場にただ導入しただけでは、やがて活用されなく

なることが多いのが実情であり、要因として下記の例が想定されます。 

その回避策として、先述した介護ロボット等の効果的な導入・活用促進に向

けた検討を実践することが考えられます。 

 

（１）介護作業の課題と導入機器が適合しない 

 ＜適合しない例＞ 

  〇装着型の移乗介助機器を導入したが、介助者に腰痛があるため使用でき

なかった。 

 ＜回避策＞ 

〇介護作業の課題分析と課題を解決する介護ロボット等の検討を行い、導入

目的を明確にする。 

 

（２）機種選定の見誤り 

 ＜活用できない例＞ 

  〇機器の大きさと施設の広さのミスマッチ 

  〇機器に必要な通信環境の不備 

 ＜回避策＞ 

  〇機器に関する情報を事前に調査し、機種選定を適切に行う。 

 

（３）機器の効果的な活用に関する検討の不備 

 ＜活用できない例＞ 

  〇機器の保管、準備に係る過度な時間浪費 

 ＜回避策＞ 

  〇導入予定の機器についての適切な活用計画を作成する。 

 

（４）自立支援の妨げや介護サービスの質の低下を招く可能性 

 ＜介護サービスの質の低下等を招く例＞ 

  〇対象者の状態や残存機能を考慮せずに機器を使用する。 

 ＜回避策＞ 

〇利用対象者の選定については、施設内の多職種が参加する機器導入検討チ

ーム等を設置して協議し決定する。 
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〔参考２〕北九州市における介護ロボットに関する専門人材育成の取組み 

 

 北九州市では、介護ロボット等の導入実証と並行して、平成 29 年度から、介

護施設の職員等を対象に、介護ロボット等に対する理解の促進と効果的な活用

のノウハウを習得することによる専門人材の育成を目的とした「介護ロボット

マスター育成講習」を開催しています。 

今後、介護ロボットの更なる普及を図るためには、こうした専門人材を育成

する仕組みや制度の確立が重要な課題であると考えられます。 

 

－ 介護ロボットマスター育成講習の概要 － 
 

１ 目的   

  介護職員の負担軽減等に役立つ介護ロボット等を導入するにあたり、その 

導入効果の最大化を図るためには、職場における介護ロボット等の活用を推 

進する役割を担う専門人材をその現場に配置することが重要となります。 

  そこで、下に示すような各レベルに応じたスキルを有する人材の育成を目 

的とした講習会を開催します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 講習の概要 

  「介護ロボットマスター」については、介護業務を効率的かつ効果的に 

行うために、職場における介護ロボットの活用を推進する役割を担い、北九 

州市の実施する「介護ロボットマスター育成講習」を修了した方と定義して 

います。 

  この講習は、内容に応じて初級・中級・上級の３段階に分かれており、ク 

ラスごと（中級クラスはさらに分野ごと）に介護ロボットマスターの認証を 

行います。 

  クラス間の関係については、上位クラスの講習を受講するには、直近下位 

クラスの講習を修了しておく必要があります。ただし、上級クラスの受講に 

際しては、中級クラスの４分野（体位変換、移乗、移動、見守り）のいずれ 

かの講習修了をもって受講することができます。（中級クラスについて、平成 

30 年度は「移乗」のみ実施。） 

〔初級レベル〕 

介護ロボット等の活用の必要性を理解して業務の中で実際に使用できる人材 

〔中級レべル〕 

導入した介護ロボット等について、自分の職場に適した活用マニュアルを作成 

できる人材 

〔上級レベル〕 

介護ロボット等の導入・活用を促進し、職場全体の作業効率を高められる人材 
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＜受講イメージ＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



23 

Ⅲ ＰＤＣＡサイクルによる介護ロボットの導入・活用の過程と具体的方法 

 

１ 施設内体制の確立 

（１）施設内体制確立の意義 

介護ロボット等の導入に限らず、施設を挙げて何かに取り組む際は、指 

揮命令系統を明確にして責任の所在を明らかにすると取組みが促進されま 

す。 

また、これは、取組みを一過性のものにしないためにも必要な対応とな 

ります。全職員が自発的に行動でき、関与しやすくなる体制があることが、 

取組みを成功させるために重要です。介護ロボット等の導入・活用に際し 

ても、まずは、どのような体制づくりが可能か、管理者が中心となって職 

員とともに検討しましょう。 

 

（２）介護ロボット等の導入・活用のための施設内体制 

ユニット型の施設を想定して、介護 

ロボット等の導入・活用に必要な体制 

を例示します（図 2）。運用全般の責 

任者として、介護ロボット統括リーダ 

ー等（以下「統括リーダー」と言う。） 

を任命します。統括リーダーは、後述 

するＰＤＣＡサイクルを活用しながら 

導入の方向性や現場での活用に関して 

全体の指揮をとります。なお、統括リ 

ーダーには、利用者の個々の状態や組 

織の状況等に応じて、介護ロボット等 

の選択・導入から導入後の運用管理ま 

でを総合的にマネジメントできる能力 

が求められます。 

また、各ユニットにも介護ロボットリーダーを配置したり、各利用者の 

状況に応じた介助方法の検討や介護ロボット等を活用するためのマニュア 

ルを作成することで、どの職員がどの利用者を担当しても同じ質のケアが 

提供できる体制を整えます。 

 

  

［図３］施設内体制の一例 
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２ ＰＤＣＡサイクルを活用した介護ロボット等の導入・活用 

介護ロボット等を活用するためのＰＤＣＡサイクルについて詳しく解説し 

ていきます。（図再掲） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

［図３］介護ロボット等の効果的な活用のためのＰＤＣＡサイクル（概要） 
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（１）ＰＬＡＮ（導入計画） 

① 機器導入検討チームの設置 

機器導入に関しては、施設内体制に基づき、統括リーダーを中心とする 

「機器導入検討チーム」（以下「検討チーム」という。）を設置することが 

望ましいといえます。検討チームは、施設長や介護職員、リハビリテーシ 

ョン職員、看護職員などの多職種で構成し、運営側だけでなく、現場の職 

員にも参加意識を持ってもらうことが重要です。 

なお、導入機器やその活用方法に関する施設内での検討に際して、新た 

な会議を設けることが負担となる場合は、既存の会議を活用して方向性の 

決定や意見交換等を行うことで、運用の効率化を図ることができます。 

 

② 介護業務の課題の抽出 

導入機器の検討の前に、検討チームの中で、介護業務の何に困っているの

か、どの業務に改善が必要か、など現場の声やニーズを吸い上げ、課題をリ

ストアップします。課題抽出の具体的な方法に関しては、5～8Ｐを参照して

ください。 

抽出された課題のうち、介護ロボット等の導入によって改善が期待でき 

るものがあれば、それが次の項で説明する導入のきっかけ（目的）となりま

す。ここで注意すべき点として、介護ロボット等の導入目的と現場の課題が

合っていなければ、ロボットを導入しても効果が十分出ないことがあります。 

そのため、現場の課題と介護ロボットの導入目的を合わせることが大切で、

そのためにも、まず業務の課題を明らかにすることが欠かせません。 

 

③ 機器導入目的の設定 

抽出した介護業務の課題を踏まえ、検討チームで機器の導入目的を設定し

ます。前述の②において、改善すべきとされた課題のうち、介護ロボット等

の導入によって改善が期待できるもの（例：腰痛予防、移乗による転倒転落

リスクの低減）が導入目的となります。 

介護ロボットの導入目的は、業務の課題を解決する手段として設定される

ものです。そのため、介護ロボット等の導入効果や活用を阻害する要因につ

いても一定の理解をした上で業務課題とマッチングさせていく必要があり

ます。（※〔参考３〕介護ロボット等の分野別の想定されるメリット（P27～29）参照） 

 

④ 導入目的に沿った機器のマッチング 

導入目的に適合する介護ロボット等について、検討チームで機器のスペ 

ックや特性、使用方法、改善効果、価格等を介護ロボットポータルサイ 

ト※１ などのインターネットやメーカーから情報収集してマッチングを行 

います。 
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また、公益財団法人テクノエイド協会が福祉用具・介護ロボット実用化 

支援事業の一環として介護ロボット等の試用貸出事業※２ を展開していま 

すので、それを活用する方法もあります。さらに、支出可能な予算、導入 

に係る費用、契約方法（購入、リース等）、導入時期を含めて、導入機器の 

絞り込み及び導入台数の検討を行い、最終的な導入の可否を決定します。 

なお、この作業については、メーカーや相談窓口※３ に相談しながら行う 

ことで円滑に進めることができます。 

また、注意点として、初めから全て導入するような計画は、うまくいか 

なかった場合の損失リスクに繋がります。まずは使用対象者や範囲を限定 

するなど、試験的に導入することも視野に入れ、最終的な意思決定の前に、 

判断等の誤りがないか、それまでの検討事項を検討チーム全体で再度確認 

しましょう。 

 

⑤ 機器導入計画の作成 

上記の決定を踏まえ、検討チームで導入目的、導入機器や台数、調達方 

法、保管場所、使用対象となる利用者の状態像、使用する職員や使用範囲 

の想定、家族説明や導入教育のスケジュール等を盛り込んだ機器導入計画 

を作成します。 

※１ 介護ロボットポータルサイト 国立研究開発法人日本医療研究開発機構（AMED）監修、（一社）日本ロボット工業会 管理 

（http://robotcare.jp/） 

※２ 公益財団法人テクノエイド協会 介護ロボット等の試用貸出事業 

（http://www.techno-aids.or.jp/robot/jigyo.shtml） 

※３ 公益財団法人テクノエイド協会 相談窓口 

（https://www1.techno-aids.or.jp/robot/contact_form.php） 
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〔参考３〕介護ロボット等の分野別の想定されるメリット※４ 
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（２）ＤＯ（導入・実行） 

① 機器の調達 

検討チームでの決定等、必要な承認を経てから販売店やメーカーと調整 

し、導入予定機器の調達（購入またはリース）のための契約を締結します。 

 

② 機器活用マニュアルの作成 

機器納入後は、導入した機器を有効に活用するため、検討チームが中心 

となって使用対象者、保管場所、施設特性や利用者の状態を踏まえた使用 

方法、安全対策、使用責任者、トラブル発生時の対処方法、メンテナンス 

などの項目について、関係するケアマネジャーや介護・看護職員等を交え 

※４ 介護ロボットの評価指標に関する調査研究事業（（株）三菱総合研究所）報告書から一部引用。 
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て具体化し、利用者ごとに機器の活用マニュアル（35～36P に様式例及び 

記入例を掲載）を作成します。 

なお、移乗介助機器（装着型）や記録支援機器、情報共有機器などの介 

助者の業務そのものを支援する機器については、その機器ごとに活用マニ 

ュアルを作成します。活用マニュアルの具体的な作成方法に関しては、 

9～13Ｐを参照してください。 

 

③ 機器活用マニュアル評価シートの作成 

介護施設における機器活用のＰＤＣＡサイクルを回す過程で、機器導入 

後の評価（ＣＨＥＣＫ）や職場環境の改善・見直し（ＡＣＴＩＯＮ）を行 

うために、機器活用マニュアルの評価シート（36～37Ｐに様式例及び記入 

例を掲載）を作成することが望ましいといえます。 

 

④ 家族説明 

   利用者に対する機器の使用にあたって、検討チームが中心となって機器 

の特徴、使用場面、使用頻度、使用効果、リスクやリスク発生時の対応な 

どを利用者の家族に対して事前に説明し、承諾を得た上で使用するように 

します。 

 

⑤ 職員への教育・研修 

検討チームが中心となって機器活用マニュアルを使って全職員への研修 

等を行い、施設内での横展開を行います。研修に際しては、スケジュール 

や研修方法など、研修計画をあらかじめ詳細に決めておくことが重要です。 

（下記参照） 

   ・業務の中でどのように横展開していくか 

・習熟度、達成状況の管理の仕方 

・習熟度の差に対するフォローの仕方 

・修了の判断の仕方 

・OJT または OFFJT のいずれで行うか  など 

 

⑥ 実用・運用管理 

機器活用マニュアルに従って業務を効率的に実施するために、統括リー 

ダーが介護ロボット等の活用や効率的な人員配置を考慮した勤務表を作成 

するなどの業務マネジメントを実践します。 

 

⑦ ケアプランへの反映 

   ケアマネジャーは、利用者の個別のケアプランに新たに介護ロボット等

の活用によるケアを加えます。 
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（３）ＣＨＥＣＫ（導入後の評価） 

   検討チームが中心となって、機器活用マニュアル及び機器活用マニュア 

ル評価シートに従って、あらかじめ設定した時期に評価を行います。 

 

① 対象者へのサービス提供に関する評価 

対象者に関係するケアマネジャーや介護職員、リハビリテーション職員、  

看護師等の関係職種で協議して評価を行います。その結果は、機器活用マ 

ニュアルのほか、ケアマネジャー等による利用者に関係する介護・看護従 

事者のケアマネジメントに反映させます。 

 

② 介護業務の課題改善（導入目的）及び実施状況に関する評価 

設定した導入目的について、検討チームが中心となって、利用者個別の 

サービス提供の評価等も踏まえながら、あらかじめ設定した評価指標に対 

する達成状況（評価結果）を確認します。併せて、機器活用マニュアルの 

実践により機器が効果的に活用できているかについても同様に評価します。 

また、評価の結果は、ケアマネジャー等による利用者や介護・看護従事 

者に関係する利用者個別のケアマネジメントに反映させます。 

 

③ 機器の操作性・安全性の評価 

機器活用マニュアルに従って実施できたか、介護ロボット等が職員や利 

用者にマッチしているのか、操作性や安全性に問題がなかったか、などを 

検討チームが中心となって職員へのヒアリングや機器の評価指標（QUEST、 

SUS）などを活用して確認します。 

 

④ 管理・運営面に関する評価 

施設長や統括リーダー等が、上記①～③を踏まえ、管理・運営面につい 

  て次の評価を行います。 

ⅰ 職員のモチベーションの変化 

機器の導入や、機器を使用して介助方法を変更したことなどについて、 

使用した職員へのヒアリングやアンケートを通じて、職員が前向きな気 

持ちを持てているかを把握します。 

 

ⅱ 業務の生産性の変化 

介護業務負担の変化を踏まえて、次に示す項目において実際に変化し 

たのかを確認します。 

＜生産性の変化に関する確認項目例＞ 

・時間外勤務時間や総労働時間の変化 

・職員１人あたりの直接介護の時間の変化（例：利用者との会話時間） 

・勤務シフトの変化（例：１時間あたりの配置人数） 
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・コストの変化（例：ロボット導入前後の比較） 

・多様な人材の活用状況 

・ケアの質の変化（評価指標例：FIM、ICF ステージング、介助量、 

拘縮、筋緊張、FaceScale など) 

       ・職員の腰痛の変化（評価指標例：OWAS、VAS、NRS） など 

 

ⅲ 施設の魅力度の変化 

    機器の導入により、視察の数や離職率がどう変化したかなどの副次的 

効果を把握します。 

また、機器を導入、先進的な介護に取り組んでいる施設であることを 

外部に発信することで、施設のイメージアップや人材確保の面でもメリ 

ットとなることが期待できます。 

 

（４）ＡＣＴＩＯＮ（改善・見直し） 

① 活用マニュアルの継続・改善 

導入後評価の結果を踏まえ、検討チームが中心となって機器活用マニュ 

アルの継続使用もしくは改善作業を行います。 

 

② 職場環境の継続・改善 

導入目的の評価結果を踏まえ、検討チームが中心となって現在の導入目 

的をそのまま継続するか、新たな課題に向けた導入目的を設定するかを検 

討します。 

 

③ メーカーへのフィードバック 

導入機器の操作性・安全性などの導入後評価の結果について、検討チー 

ムを通じてメーカーの担当者を通じてフィードバックを行います。 
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〔参考４〕機器導入前後の介護作業の比較による課題抽出の方法 

 

 介護業務の課題把握に関して、介護作業の比較による課題抽出の方法をお示

しします。 

 

１ 作業とは何か 

  日常業務は全て小さい作業（要素作業）の積み重ねでできています。この

要素作業の集まりが作業になり、作業の集まりは工程となります（図 4）。介

護業務の中で例えば食事介助を「工程」と捉えると、作業には「食事の準備」、

「食事の介助」、「食事の後片付け」があります。そのうち、例えば「食事の

準備」の要素作業を列挙してみると下表のようになります。 

 

 

［図４］工程、作業、要素作業の関係 

 

  以上のことは、自身や他の職員が行っている日常業務を理解する上で重要

です。特に、「どのような要素作業が要因になって介護業務の負担となってい

るのか」といった現在の介護業務の課題（問題点）を把握する上で有効かつ

簡便な方法です。 

 

２ 課題の抽出 

日常行っている介護業務の課題を把握するためには、

まずその業務に携わっている職員それぞれで作業の方

法（要素作業）を書き出して、自身が行っている介護

業務の方法を理解することから始めます。次に、書き

出した要素作業を順番に並べて順序化します。最後に、

各自の作業方法を検討チーム等で他の職員と比較・検

討して介護業務の負担の要因となっている作業課題を

抽出します（図 5）。 

 

 

 

（表）食事介助工程の要素作業例 

作業 食事の準備 

要素作業 ・エプロンを配布する 

・食事を準備・配膳する 

・飲み物を準備・配膳する 

・箸、スプーン、フォーク等を準 

備・配膳する 

［図５］ 作業課題抽出の手順 
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３ 業務の比較と機器とのマッチング 

 抽出した作業課題について、機器を導入した場合のシミュレーションを行い、

介護業務の要素作業の数や時間、不良姿勢の発生数などが、導入前と導入後で

どのくらい変化するかを比較します。 

一般に、要素作業が増えれば、作業時間も長くなります。また、不良姿勢に

なっている状態を機器により解消できれば、身体的負担の軽減になります。機

器の操作にかかる作業数や効果、特性等については、インターネットで調べた

り、メーカーに問い合わせるなどして確認できます。このように、作業課題に

最適な機器を導入するためには、導入前後の業務の変化を可能な範囲で把握す

るようにしましょう。 

 

４ 動線の検討 

 業務のムリ・ムダ・ムラ※５を省くためには動線の検討も必要です。自身の

仕事場のフロアマップと鉛筆だけで行える簡便な動線の分析方法を紹介しま

す。 

① まずは、職員の動いた軌跡を線で記入していきます。例えば A地点から  

B 地点まで、B地点から C 地点まで、C地点から A地点に戻るといった具 

合に、1回 1回記録していきます。線が重なっても構いません。 

② 次に可能であれば移動回数と1回あたりの所要時間もメモしておきます。 

下の（図 6）は 1日の軌跡を示したものです。重ねて記入することで、移 

動した回数が多いほど太く、少ないほど細くなっています。このように図 

にして「見える化」することで、どの動線で作業をすべきかを考える検討 

材料となり、直感的に把握することができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

※５ 一般に、負荷（仕事）が自身の能力を大きく超えた作業をすることが「ムリ」な作業だといわれています。 
また、「ムダ」な作業とは、負荷（仕事）が能力を下回っている場合を指します。そして、「ムラ」のある作業と 
は、ムリとムダが混在している作業だといわれています。その結果として、安定的に成果物を産み出せなか 
ったり、作業時間がかかりすぎるといった状況が発生する場合があります。 

［図６］ 職員の動線の一日の軌跡 
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（様式例１） 

機器活用マニュアル 

＜導入目的＞ 

 

 

 

 

活用マニュアル 

作成日：平成 年 月 日 

改訂日：平成 年 月 日 

                       作成者： 

 （１）利用者 

氏名： 対象作業：移乗介助 

残存機能 

 

注意事項 

 

移乗介助が必要な場所 

□ リビング 

□ 居室 

□ トイレ 

□ 浴室 

□ その他 

使用する機器 

 

 

 

整理整頓 

保管場所と使用場所 

充電のタイミング（時期） 

手順メモや印の工夫 

情報共有と注意喚起 

緊急時の連絡先や対応方法 

その他特記事項 

 
 

（２）使用方法 

製品名： 
メーカー担当者名： 
メーカーTEL： 
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（様式例１） 記入例 

機器活用マニュアル 

＜導入目的＞ 

〇職員の腰痛予防対策及び介護技術の向上 

〇対象者の身体的負担の軽減による安全・安心の確保 

 

活用マニュアル 

作成日：平成 30 年 12 月 3 日 

改訂日：平成 31 年  1 月 8 日 

                      作成者：□□ 

 （１）利用者 

氏名：□□ □□ 対象作業：移乗介助 

残存機能 

発語は可能だが、認知症のためコミュニケーションが困難。身体機能面

では、両膝関節に屈曲拘縮や筋力低下を認めており、移乗動作などの起居

動作は全介助となっている。 

注意事項 

恐怖心が強い 

移乗介助が必要な場所 

□ リビング 

■ 居室 

□ トイレ 

□ 浴室 

□ その他 

使用する機器 

非装着型移乗介助機器、スリングシート、標準型車いす 

 

 

整理整頓 

機器の取り回しを行いやすいよう、居室内のタンス等の移動やベッドの

向きの変更を行うなどの環境整備が必要。 

保管場所と使用場所 

 保管場所：２番通路奥のデッドスペース 

 使用場所：Ａユニット 305 号室（ベッド⇔車いすの移乗） 

情報共有と注意喚起 

 基本口頭で行うが、困難な場合は、各ユニットの申し送りノートにて周

知の徹底を行う。 

緊急時の連絡先や対応方法 

 介護主任もしくは各ユニットリーダーに連絡し、指示を仰ぐこと。 

その他特記事項 

 
 

（２）使用方法 

製品名：□□□ 
メーカー担当者名：□□ 
メーカーTEL：□□□-□□□□ 
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（様式例２） 

 

機器活用マニュアル評価シート 

 機器活用マニュアル作成日（  /  ） 評価結果 

（記録日  /  ） 内容 評価指標 評価時期 

導
入
目
的 

職 

員 

    

利
用
者 

   

活
用
状
況 

   

 

様式例２は、北九州市が作成した導入機器を有効に活用するための機器活用

マニュアル評価シートです。利用者ごとに、必要事項について記入していきま

す。例えば、活用状況の欄には、利用者、設置場所、使用方法などを記入しま

す。 

また、導入目的には「全介助の利用者に対する移乗介助を、非装着型の移乗

介助機器を使うことで、職員の腰痛を予防し、利用者の拘縮・筋緊張の緩和と

皮膚トラブル等のリスクを低減する。」などの具体的な目的を記入していきます。 

さらに、ＰＤＣＡサイクルを実施していく過程で、達成状況の評価（ＣＨＥ

ＣＫ）や職場環境の改善・見直し（ＡＣＴＩＯＮ）を行う際に活用できるよう

にするため、実施した内容に対する評価指標（介助時間、手順、姿勢、疲労感

など）を設定し、評価を行う際に評価結果を記入します。 
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（様式例２） 記入例 

 

機器活用マニュアル評価シート 

 機器活用マニュアル作成日 

（Ｈ30.12.3 作成、Ｈ31.1.8 改訂） 

評価結果 

（実施日：Ｈ31.2.27） 

内容 評価指標 評価時期 

導
入
目
的 

職 

員 

職員の腰痛予防対策及び

介護技術の向上 

 

介助姿勢 

介助時間 

介助手順 

Ｈ31.2 

下旬 

・移乗介助時の作業姿勢 

が改善し、腰の負担の 

軽減が実感できてい 

る。 

・当初移乗介助に要して 

いた時間から約１分短 

縮を図れた。 

利
用
者 

対象者の身体的負担の軽

減による安全・安心の確保 

 

ﾋﾔﾘﾊｯﾄの

発生数 

拘縮の軽減が確認でき

る。 

活
用
状
況 

＜対象者＞ 

□□氏 

＜保管場所＞ 

２番通路奥のﾃﾞｯﾄﾞｽﾍﾟｰｽ 

＜使用場所＞ 

Ａユニット 305 号室 

＜使用回数＞ 

食事等の移乗時 

概ね１日に往復４回使用 

円滑な活

用 

他の利用者への利用を含

め、機器の移動や移乗介

助のタイミングについて

も支障なく行えている。 

 


